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⻤怒川⼤⽔害訴訟⼀審原告側控訴理由書を読んで 
 
●控訴審で動きがあった 
⻤怒川⼤⽔害訴訟控訴審で動きがありました。 
２０２２年７⽉２２⽇に⼀審判決があり、当事者双⽅が控訴しました。 
⼀審被告は、２０２２年９⽉２６⽇に控訴理由書を提出していました。 
他⽅、⼀審原告側は、２０２２年８⽉４⽇に控訴状を提出したきりでしたが、２０２３
年３⽉３１⽇に控訴理由書を提出しました。 
 
⼀審判決後の経過は、次の call4 のサイトでご確認ください。 
https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true&items_id_PAL[]=match+com
p&items_id=I0000053 
 
控訴審での書⾯は下記のページです。 
https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+co
mp&items_id=I0000053 
 
⼀審原告側が提出した控訴理由書 
https://www.call4.jp/file/pdf/202304/d124799f9833e13e1a2c69f60ff3076b.pdf 
 
を⼀読したので、若⼲の感想を書きます。同時に、誤記や誤記と思われる部分も書きま
す。 
なお、⼀審被告は、２０２３年４⽉１０⽇に準備書⾯（１１）を提出しました。 
https://www.call4.jp/file/pdf/202304/c264fe94d4d42eb64669024ebb45118c.pdf 
 
●氾濫⽔量に関する資料を取得したことは⼤したもの	
⼀審原告側は、「平成２７年９⽉洪⽔における⻤怒川下流区間の流下能⼒、河道貯留及
び河道安全性の検討」（甲６２。控訴理由書 p６３）を取得したのであり、⼤したもので
す。 
この資料には、「本件溢⽔」による氾濫ボリュームと「本件決壊」による氾濫ボリュー
ムが記載されているようです。 
⼀審原告側の主張が正しいかは、甲６２を⼊⼿して照合して⼀審原告側が誤読していな
いかを確認してからでないと評価できないので、現時点では不明ですが、資料を取得し
たことは⼤したものです。 
私も、氾濫箇所ごとの氾濫⽔量を記載した⾏政⽂書を探していたのですが、甲６２には
たどり着けませんでした。 
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国は、「『平成 27 年 9 ⽉関東・東北豪⾬』に係る洪⽔被害及び復旧状況等について」p３
６に、 
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000687586.pdf 
次のとおり、常総市域での氾濫⽔量は約３４００万m3 であると公表しており、この数
値は、「計算により再現」したものであると書かれています。 
 

 
 
どのように再現計算をしたのかが分かる資料の開⽰請求を２０２２年１１⽉３⽇に関
東地⽅整備局⻑に対してしたのですが、同年１２⽉７⽇に⾏政⽂書不開⽰決定通知書
（国関整総情第３３２６号―１）をもらいました。 
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開⽰請求の内容は、「『平成 27 年 9 ⽉関東・東北豪⾬』に係る洪⽔被害及び復旧状況等
について（２０１７年４⽉１⽇）の３６ページの氾濫⽔量約５３００万⽴⽅メートル及
び約３４００万⽴⽅メートルの内訳（氾濫箇所ごとの氾濫⽔量及びその計算過程）が記
載された資料」としました。 
不開⽰の理由は、「請求のあった⾏政⽂書については、取得・作成していないため、⽂
書が存在しないことから不開⽰としました。」と書かれています。 
河川計画課職員の話によると、公表した氾濫⽔量は、氾濫箇所ごとの氾濫⽔量を合計し
たものではなく、コンサルタントから計算過程を記載した資料は徴取していないとのこ
とでした。 
「氾濫箇所ごとの氾濫⽔量を合計したものではない」ということは、はっきり⾔ってい
ました。 
そうだとすると、コンサルタントは氾濫⽔量を当てずっぽうで書いた可能性もあるわけ
であり、計算過程が不明ならば、委託業務の完成検査ができないはずだ、そんないい加
減な報告書に税⾦を使うことが許されるはずがない、と⾷い下がりましたが、職員は「と
にかく計算過程を記載した資料は受け取っていない。報告書に記載された氾濫⽔量は実
際の氾濫⽔位に照らして妥当と判断した」と主張し、それ以上追及できませんでした。 
それにしても、公表されていた常総市域の氾濫⽔量は約３４００万m3 でしたが、甲６
２では３９１９万m3 です。約１５％の差です。 
氾濫⽔量を、公表値より約１５％多い３９１９万m3 とする計算があるとは夢にも思い
ませんでした。 
とにかく、国は、常総市域での氾濫⽔量が約３４００万m3 だったと公表しておきなが
ら、その計算根拠を⽰してほしいと⾔われたら、そんなものはありませんから分かりま
せんと⾔うのですから、でたらめすぎます。 
私は、公表された約３４００万 m3 を基にその根拠を⽰してほしいと請求したために、
⽂書不存在で不開⽰となったのですが、おそらく、⼀審原告側は、約３４００万m3 と
いう数字を出さずに、単に、氾濫箇所ごとの氾濫⽔量を記載した⽂書を請求したので開
⽰されたのだと思います。 
 
●氾濫⽔量は箇所ごとの積み上げで計算された 
上記のとおり、関東地⽅整備局河川計画課職員は常総市域での氾濫⽔量約３４００万
m3 は、氾濫箇所ごとの氾濫⽔量の合計ではないと⾔いますが、ウソとしか思えません。 
他にどうやって計算するのでしょうか。 
下図のとおり、建設技術研究所がH27 ⻤怒川・⼩⾙川浸⽔区域検討業務報告書を２０
１６年３⽉に提出しており、p４−１の計算条件を⾒ると、破堤地点（溢⽔地点）ごと
の越流量を算定していることが分かります。 
今後、更なる情報公開請求をしていきたいと思います。 
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●「本件改修計画」とは何か 
３７⾴と３８⾴に「本件改修計画」とありますが、何を指すのか分かりません。	
地裁判決 p２にも「常総市流域を含めた⻤怒川の改修計画を「本件改修計画」という。」
と書かれているのですが、具体的に何を指すのか不明です。	
 
●整備の優先順位を流下能⼒で決めていいのか	
⼀審原告側の控訴理由書 p３８には、「堤防整備計画における堤防整備の時期・順序は、
現況堤防⾼とその流下能⼒によって定められるべきものである。」と書かれていますが、
「流下能⼒によって定められるべきもの」と⾔えるかは疑問です。	
下表は、⼀審原告側の控訴理由書の別紙７及び別紙８から、２０k〜２１k の部分を抜
き出し、左岸で危険度の⼤きい（優先順序の⾼い）順に丸数字を加筆したものです。流
下能⼒に関する危険度については、⼀審原告側の主張に従い、「現況余裕⾼流下能⼒」
（２００８年度定期測量による堤防⾼から算出したもの）に着⽬しています。 
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ちなみに、別紙８の「２０１１（平成２３）年度（甲４１事業再評価）」と書かれてい
るのは誤導的であり、注意が必要です。	
その欄における「現況堤防⾼」（での流下能⼒）とは、２００８年度の堤防⾼に基づい
て計算したものだからです（控訴理由書 p４５L１１）。	

	

 

 
別紙７の堤防⾼⽐較表で２００１年度の堤防⾼と２０１３年度のそれとを⽐較すると、
L２１.００k では、１２年間で余裕⾼が４４cm から２１cmへと２３cm も低下し、危険
性は増⼤し、５地点での危険性の順位も第３位から第１位へと昇格しています。	

	
次に、別紙８の流下能⼒⽐較表で２００１年度の流下能⼒と２００８年度の堤防⾼で算
出した流下能⼒を⽐較すると、L２１.００kは、どちらの時期においても、４番⽬に危
険な箇所にすぎないことになります。 
他にも問題なのは、２０k〜２１k では整備もしないのに現況堤防⾼流下能⼒が増⼤し
ていることです。 



 8 

現況堤防⾼流下能⼒で安全性を把握すると、H-Q 式を⾒直しただけで安全性が向上し
てしまうのです。（⼀審原告側は、余裕⾼流下能⼒で安全性を把握する⽴場なので、堤
防沈下が起きれば、現況余裕⾼が減るので、必ず安全性が低下すると評価することにな
ります。） 
三つ下の表（私が作成）をご覧ください。 
例えば、L２１.００kで⾒ると、２００１年度の流下能⼒は４３９３m3／s だったのに、
２００８年度には４５９８m3／s に増えています。量にして２０５m3／s、率にして４.
７％の増加です。 
別紙８の流下能⼒⽐較表で⾒ると、２１.００kのH W L 流下能⼒は、２００１年度が
４０７３m3／s で２００８年度が４３４８m3／s なので、２７５m3／s（６.７５％）の
増加です。 
左岸２０k〜２１k において、堤防⾼は、２００１年度から２０１１年度までの間に低
下していて危険性が増⼤しているのに、天端満杯流下能⼒（現況堤防⾼流下能⼒）は、
２００１年度から２００８年度までの間に増加していて危険性が⼩さくなっています。 
私は、H-Q 式を⾒直しただけで変わってしまう流下能⼒を加味して危険性を判断する
と、判断を誤ると思います。 
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私が「H-Q 式を⾒直しただけで変わってしまう」と書いたことについては、定期測量
のたびに H-Q 式を⾒直すのは当然であり、管理者が不審なことをやっているわけでは
ないという意⾒もあると思いますが、私は不審に思います。 
下図は、⻤怒川下流部のHWL 流下能⼒の推移（２００１年度-２０１１年度）です。 
１９k〜２６kで⾒ると、HWL 流下能⼒は、2001~2008 では増えていますが、2008~2011
では減っています。 
最初の７年間では河道内の⼟砂が流失し、河積が増⼤したが、その後の３年間では、⼟
砂が堆積して河積が減少したと解釈できます。 
１０年間でこんな⽬まぐるしい動きをするものでしょうか。 
２０１１年度⻤怒川河川維持管理計画 p１２には、 
https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/gaiyo10/h23ijikanri%20kinu.pdf 
1964~2001 で「ほぼ全川で２〜３m の河床低下」と書かれており、河床低下は悩みの
種だったはずですが、下図で 2008~2011 の変化を⾒ると、２８k より下流のほとんど
の区間でH W L 流下能⼒が低下しており、ということは、⼟砂が堆積して河床が上昇
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したと考えられますが、当該期間で河床低下の時代から河床上昇の時代へ転換する理由
が分かりません。 

 
 
流下能⼒はプロが測量しているのですから、データを疑っても仕⽅ないのかもしれませ
んが、眉唾で聞いた⽅がいいという思いもあります。 
実際に河積がそのように変化しているとしても、堤防沈下と河積の増減は同時に起きて
いるのですから、それらを両にらみで適切に危険度を判定することができるのでしょう
か。 
特に、堤防沈下は起きたが河積は増⼤した場合は、安全性が向上したのでしょうか、低
下したのでしょうか。安全性を適切に評価する⽅程式があるのでしょうか。 
私は、流下能⼒に振り回されるべきではないと思います。 
吉川勝秀らは、「河川堤防システムの安全管理に関する実証的研究」（甲４９）において、
「（計画・設計上の洪⽔規模が）現況の河川堤防の流下能⼒を上回るか否かにかかわら
ず」（p３１１）と書いているのですから、流下能⼒の問題は⼆の次とする趣旨のはずで
す。 
 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/procm1993/14/0/14_0_311/_pdf/-char/en 
吉川らは、「上下流に⽐べて部分的であっても相対的に堤防の⾼さの低いところで越⽔
し、堤防決壊に⾄っている事例が多い。」（p３１５〜３１６）と⾔っているのですから、
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（出典）
2001年度：流下能⼒算定表（⼄８０）
2008年度：2011年度⻤怒川直轄改修事業事業再
評価根拠資料（甲４１）
2011年度：情報公開請求で得たHQ式により計算
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堤防決壊を防ぐための⼿っ取り早い⽅法は、堤防の低いところをなくすことであるはず
です。 
明快です。 
吉川らは、続いて、「この洪⽔処理能⼒とかかわる堤防のいわば量的な問題は、河道の
洪⽔流下能⼒と⽔位との関係、そしてそれに備える堤防の⾼さからとらえ、安全性を把
握する必要がある。」（p３１６）と⾔い、「流下能⼒」という⾔葉を使ってはいますが、
「流下能⼒と⽔位との関係」が問題であると⾔い、結局は、洪⽔の⽔位と堤防の⾼さに
着⽬して安全性を把握しろと⾔っていると思います。 
吉川らは、「（計画・設計上の洪⽔規模が）現況の河川堤防の流下能⼒を上回るか否かに
かかわらず」（p３１１）と書いていることからも分かるように、流下能⼒の⼤⼩から安
全性を把握するという発想は持っていないと思います。 
吉川らは、堤防⾼が相対的に低い箇所があるかだけでなく、実績洪⽔や想定される流量
がもたらす洪⽔の⽔位で越⽔しないか、という観点からも堤防の⾼さをチェックして安
全性を把握しろという意味で「流下能⼒と⽔位との関係」を考慮しろと⾔っているのだ
と思います。 
その意味で、吉川らの論⽂を援⽤している⼀審原告側が吉川らの提⾔を正当に理解して
いるのかは疑問です。 
 
●堤防⾼を重視した整備は吉川らの独⾃の発想ではなく被告の⽅針でもあった	
防⾼を重視した整備は吉川らの独⾃の発想ではありません。	
下図のとおり、２００２年度の「⻤怒川改修事業」（甲６）p１３では、下流部の流下能
⼒不⾜という課題への対応策は、	

	
□堤防⾼が不⾜している区間から築堤を実施	
□ただし、流下能⼒については、本川・⽀川のバランスを図りながら実施	
	
というものでした。	
つまり、２００２年度には、堤防の⾼さ不⾜の解消を優先して⾏い、流下能⼒の向上に
ついては、バランスを⾒ながらぼちぼち実施する⽅針だったのです。	
第２⽂に「ただし、流下能⼒については」と書いてあるのですから、第１⽂は、単純に
堤防⾼を基準にするという意味です。	
甲６p１３のグラフの縦軸も堤防と⽔位の標⾼であり、流量ではありませんでした。	
だから、上記の対応策のとおりに整備を進めていけば、⻤怒川⼤⽔害は避けられたので
す。	
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●被告は⾃らの⽅針を否定した 
被告は、優先的に⾼さ不⾜を解消するという、⾃ら決めた⽅針を守らなかった落ち度を
糊塗するためか、「（甲６p１３における）「堤防⾼が不⾜している区間から整備（原⽂マ
マ。「築堤」の誤り）を実施」との記載における「堤防⾼」についても、堤防の物理的
⾼さを指すものではなく、堤防の質を含めた機能評価を指すものである。」（被告準備書
⾯（５）p２４）	
https://www.call4.jp/file/pdf/202010/dbab596c6056dde1f9a07d654b55cad3.pdf 
と主張しましたが、間違いです。 
甲６p１３のグラフの縦軸は⾼さであり、スライドダウン流下能⼒を表すものでないの
はもちろん、スライドダウン堤防⾼を表すものでもないからです。	
グラフには、⾼さが不⾜する箇所を緑⾊で表⽰しているのですから、⾔い逃れはできな
いはずです。	
それでも⾔い逃れを図ったのは、甲６p１３に「堤防⾼が不⾜している区間から築堤を
実施」と書いたことは、被告にとって不都合な真実だったということでしょう。	

	
２００２年度「⻤怒川改修事業」（甲６）は、事業評価監視委員会の資料です。	
p１３に	
□堤防⾼が不⾜している区間から築堤を実施	
	
と書かれていれば、額⾯どおりに受け取るはずです。	
「「堤防⾼」についても、堤防の物理的⾼さを指すものではなく、堤防の質を含めた機
能評価を指すものである。」とは同委員会の委員は、夢にも思わないはずです。	
「堤防の質」の意味は、浸透に対する弱さを意味するのでしょうが、そのことは、甲６
に書かれていないのですから、当時の委員が浸透に対する弱さを意味すると受け取るは
ずがなく、もし、関東地⽅整備局⻑が「堤防の質を含めた機能評価を指すもの」として
「堤防⾼」と書いたとすれば、委員をだましたことになるはずです。	

	
●原告側は訴状での主張を封印した	
原告側は、訴状 p２７では、	
https://www.call4.jp/file/pdf/201909/64a1909e311448cde7ae4f49f7e3de1a.pdf 
被告は甲６p１３で「堤防⾼が不⾜している区間から築堤を実施」する⽅針としていた
のだから、堤防⾼の不⾜が特に⼤きい上三坂地区は優先して築堤が⾏われなければなら
ない区間だった、と真っ当に主張していたのですが、「堤防⾼」とは堤防の物理的⾼さ
を指すものではないという被告の上記主張（被告準備書⾯（５）p２４）に納得したの
か、この主張に反論せず、かえって、⼀審原告控訴理由書を⾒ると、⼀審被告は２００
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１年に「平成１３年計画」（p３７）なるものを作成し、流下能⼒から算出された治⽔安
全度に基づいて堤防整備の順序を決めた、というストーリーを描いているように読めま
す（p３７）。	
つまり、訴状 p２７に書いた、２００２年度には、堤防⾼の低いところから築堤すると
いう⽅針だったではないか、という主張を封印してしまったように⾒えます。	

	
ちなみに、⼀審原告側は、「２００１年以降の堤防整備について、２００１年に計画が
作成され」（⼀審原告控訴理由書 p３７）と⾔いますが、この計画の根拠資料の⼄８０
は、タイトルが「⻤怒川流下能⼒算定表（平成１３年度測量）」であり、２００１年度
測量のデータを根拠としています。	
確認はできていませんが、２００１年度測量の結果報告書は測量業者から２００２年３
⽉に提出されていると思われ、もしそうだとすると、被告が２００２年に取得したデー
タに基づいて、２００１年以降の堤防整備計画を作成することはできないはずです。	

	
●「平成１３年計画」の根拠が不明だ	
⼀審原告側は、「上記各計画における流下能⼒の算出のための資料として、平成１３年
の計画では、⼄８０（⻤怒川流下能⼒算定表（平成１３年度測量））があり」（控訴理由
書 p３７）と⾔います。	
つまり、「平成１３年計画（⼄８０）」（同⾴）の根拠は⼄８０だと⾔うのですが、証拠
説明書（下図）のとおり、⼄８０の作成時期は、２０２１年１１⽉です。	
２０２１年に作成した資料で「平成１３年計画」を作成したという話は、成り⽴たない
のであり、同計画の根拠は不明です。 

 
https://www.call4.jp/file/pdf/202204/803d73bb091389e8ea3e264c01aa0ea4.pdf 
 
●被告は⽂書をねつ造した 
上図の⽴証趣旨に書かれているとおり、⼄８０は、「⼄７９の「HWL 流下能⼒」欄の数
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値を訂正したもの」というのが被告の⾔い分です。 
⼄７９は、証拠説明書（下図）のとおり、タイトルも⽴証趣旨も⼄８０と同じですが、
作成時期が違います。 
作成時期は１１⽉以降の２００４年度となっています。 
被告は、⼄８０は⼄７９の数値を訂正しただけです、と⾔いながら、実際には、こっそ
りと作成時期も変えているのです。 
数値を訂正しただけなら、作成時期は２００４年度のはずです。 
 

 
 
なぜ⼄７９作成時期を変えたのかというと、⼄７９は、ねつ造⽂書なので、なかったこ
とにする必要があったからだと思います。 
⼄７９がなぜねつ造なのかというと、２００４年度に作成されたはずなのに、２００８
年度時点のH W L 流下能⼒が記載されているからです。 
悪いことはできないもので、被告は完全犯罪を⽬論んだのでしょうが、２００４年度に
作成したはずの⽂書に４年以上先の未来に判明するデータ（H W L 流下能⼒）を載せ
てしまったために、ねつ造がバレたのです。（こういうミスをすること⾃体が被告側に
河川に精通した⼈がいないことを⽰していると思います。） 
 
例えば、２００４年度に作成されたはずの⼄７９で２１kのH W L 流下能⼒を⾒ると、
４３４８m3／秒です。２０.７５kでは４３０８m3／秒です。 
２００８年度定期測量成果から計算した２１kの H W L 流下能⼒を２０１１年度事業
再評価根拠資料で⾒ると、４３４８m3／秒です。２０.７５kでは４３０８m3／秒です。 
 
詳細については、下記の過去記事に書いたので、繰り返さないことにします。 
 
２００４年度作成の文書に２００８年度測量に基づくデータが掲載されていた（鬼怒川大水害） 

http://kanumanodamu.lolipop.jp/OtherDams/HWLryuukaNouryoku.html 
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虚偽公⽂書作成罪の構成要件事実が発⽣したのですから、私は、刑事事件に発展すると
思いましたが、そうはなりませんでした。 
せめて、被告は、裁判所をだまそうとしたことの制裁は受けるだろうと⾒ていましたが、
制裁を受けるどころか、検察や裁判所からのお咎めはなく、破堤氾濫については勝訴し
ています。 
理不尽な話です。 
 
●⼀審原告側の考え⽅がよく分からない 
上記のとおり、吉川勝秀らは、堤防の安全性を把握するために、流下能⼒という⾔葉は
持ち出していますが、洪⽔の流量がもたらす⽔位と堤防⾼の関係を基準としていると思
います。つまり、⾼さにこだわっていると思うのですが、⼀審原告側は、流下能⼒その
ものの⽐較をして安全性を評価すべきであると⾔っています。 
「堤防整備の優先度において重要なのは、現況堤防⾼の流下能⼒の⼤⼩である」（控訴
理由書 p３９）と⾔っています。 
そして、⽐較の対象となる流下能⼒は、現況堤防⾼流下能⼒と計画⾼⽔位流下能⼒との
差としての流下能⼒だということのようです。 
p３９にその「説明」が書かれているのですが、読んでもよく分かりません。 
 
⼀審原告側の考えによれば、現況堤防⾼による天端満杯流下能⼒がいくら⼤きくても、
H W L 流下能⼒との差が⼩さければ、流下能⼒が⼤きいとは認めないということにな
ります。 
 
極端な話ですが、例えば、⻤怒川の左岸２１kでの、ある時点での天端満杯流下能⼒が
６１００m3／秒であったとして、そして、H W L 流下能⼒が６０００m3／秒であった
とすれば、普通に考えれば、堤防⾼と流下能⼒を両にらみで総合評価したらどうなるか
という話は別にして、流下能⼒の⼤⼩だけを評価するなら、流下能⼒は⼗分に⼤きいと
いう判定をすべきだと思います。 
 
⼀審原告側の考えによれば、天端満杯流下能⼒とH W L 流下能⼒の差は１００m3／秒
にすぎないから流下能⼒は極めて⼩さい、と判定することになるはずです。 
しかし、⻤怒川の左岸２１k での天端満杯流下能⼒が６１００m3／秒であったとすれ
ば、計画⾼⽔流量よりも１１００m3／秒も⼤きいのですから、流下能⼒が⼩さい箇所
とは⾔えないと思います。 
 
●流下能⼒の話をしているのか、堤防⾼の話をしているのか 
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控訴理由書 p３９には、「現況堤防⾼と計画⾼⽔位を⽐較して、現況堤防⾼が計画⾼⽔
位を下回っておれば、当該箇所の堤防は、現況堤防⾼流下能⼒が計画⾼⽔位流下能⼒も
なく（現況堤防⾼流下能⼒がマイナスである）、計画⾼⽔位という越⽔防⽌のための最
低基準も充たしていないものであって、著しく、安全な状態にないということである。」
と書かれています。 
難解です。 
p３９のイは、その⾒出しから、流下能⼒の⽐較の仕⽅を論じているはずですが、流下
能⼒と堤防⾼の⼆つの要素を総合評価して「著しく、安全な状態にない」という評価を
していると思います。 
流下能⼒の⽐較の仕⽅を論じている際に、堤防⾼の話を持ち出されては、理解できませ
ん。 
 
●現況堤防⾼流下能⼒が計画⾼⽔位流下能⼒よりも⼩さいと「著しく、安全な状態にな
い」と⾔えるのか 
上記のとおり、現況堤防⾼流下能⼒が計画⾼⽔位流下能⼒よりも⼩さいと「著しく、安
全な状態にない」と⼀審原告側は書くのですが、普遍性のある話でしょうか。 
⻤怒川中流区間では河道断⾯積が⼤きかったので、１９７３年頃に計画⾼⽔位を０.８
m 下げたようであり（被告準備書⾯（１）p３３）、そうだとすると、計画⾼⽔位が引き
下げられる前の当該区間では、例えば、現況堤防⾼が計画⾼⽔位よりも１０cm 低いた
めに、現況堤防⾼流下能⼒が計画⾼⽔位流下能⼒よりも⼩さい箇所があったとしても、
堤防⾼は改定後の計画⾼⽔位よりも７０cm ⾼いのですから、現況堤防⾼流下能⼒が著
しく⼩さいとは⾔えず、「著しく、安全な状態にない」とは⾔えないと思います。 
 
つまり、計画⾼⽔位が⾼めに設定されていたり、砂利採取により河床が低下し、河積が
増⼤したりしていて、H	W	L 流下能⼒がかなり⼤きい場合には、現況堤防⾼流下能⼒が
計画⾼⽔位流下能⼒よりも多少は⼩さいとしても、「著しく、安全な状態にない」と⾔
えないと思います。 
 
●河川整備の仕⽅に関する⼀審原告側の理解は正しいか 
p３９には、「河川改修は、河道の計画⾼⽔位以下の流下能⼒が整備⽬標流量を上回った
上、堤防⾼が計画⾼⽔位に計画余裕⾼を加えた⾼さを有するように⾏われる。」と書か
れています。 
⼀審原告側は、いわば「現況余裕⾼流下能⼒基準説」の明確な理由を説明しないのです
が、あえて探せば、上記の部分が理由なのだと思います。 
堤防整備が「堤防⾼が計画⾼⽔位に計画余裕⾼を加えた⾼さを有するように⾏われる。」
のは事実だと思いますが、「河川改修は、河道の計画⾼⽔位以下の流下能⼒が整備⽬標
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流量を上回った上」で⾏われるというのは事実でしょうか。 
「河川改修は、河道の計画⾼⽔位以下の流下能⼒が整備⽬標流量を上回」らない場合は、
⾏われることはない、ということになると思いますが、そうでしょうか。 
現況河道の計画⾼⽔位以下の流下能⼒がどうであれ、堤防整備は「堤防⾼が計画⾼⽔位
に計画余裕⾼を加えた⾼さを有するように⾏われる。」のではないでしょうか。 
現況河道の計画⾼⽔位以下の流下能⼒が計画⾼⽔流量を満たさない場合には、満たすよ
うになるまで河道掘削を⾏うというのが改修のやり⽅ではないでしょうか。 
そうだとすると、理由の前提が成り⽴つのか疑問です。 
 
●H W L 流下能⼒は河道の状況で変化する 
控訴理由書 p３９〜４０に「嵩上げをして堤防⾼を⾼くしても、計画⾼⽔位が⾼くなら
なければ、現況堤防の計画⾼⽔位以下の流下能⼒は変化せず、⼤きくなることはないの
である。」と書かれていますが、疑問です。 
つまり、⼀審原告側は、堤防⾼を⾼くしても、計画⾼⽔位を⾼くしない限り、現況堤防
の計画⾼⽔位以下の流下能⼒は変化することはないのだ、と⾔うのですが、現況堤防の
計画⾼⽔位以下の流下能⼒は、河床が上下することによっても変化します。 
そうだとすると、⼀審原告側が唱える、いわば「現況余裕⾼流下能⼒基準説」の前提が
成り⽴たないように思います。 
 
 
 
 
 
 
上記は、架空の数字ですが、実際の数値で検証します。 
下表は、前出の控訴理由書の別紙８です。 
２００１年度時点と２００８年度時点の流下能⼒を⽐較した表です。正確に⾔えば、２
０１１年度事業再評価根拠資料（甲４１）の流下能⼒は２０１１年度途中までに改修さ
れた場合には河道の状況を反映させることとしています（同資料 p２）が、２０k〜２
１kでは、２００８〜２０１１年度の期間に改修されていないので、２００８年度定期
測量による河道状況で流下能⼒が計算されています。 
左岸の流下能⼒の危険性の順位を⻘と緑の数字で⽰しました。 
 
整備の優先順位の基準となる流下能⼒とは現況余裕⾼流下能⼒であるとする⼀審原告
側の考えからは、左岸について⾒ると、次の⼆つのことが⾔えます。 
（１） ２時点で現況余裕⾼流下能⼒を⽐較すると、５地点のいずれにおいても流下能
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⼒は低下した。したがって、危険性は⾼まった。 
（２） ２００８年度時点で⾒ると、５地点でも最も危険な地点は現況余裕⾼流下能⼒

が１６６m3／秒の L２０.００kである。 
 

 
（１）については、５点のいずれでも天端満杯流下能⼒（現況堤防⾼流下能⼒）は増加
しているのですから、堤防⾼や浸透への弱さを加味した総合的な評価は別として、流下
能⼒だけで危険性を判定する場合には、危険性が減少したと⾒るのが普通ではないでし
ょうか。（私は、流下能⼒で安全性を判定すべきであるという⽴場ではありません。流
下能⼒でも安全性を判定すべきであるという⼀審原告側の⽴場で考えるなら、というこ
とです。） 
 
（２）については、２００８年度の流下能⼒を天端満杯流下能⼒（現況堤防⾼流下能⼒）
の絶対値で⾒ると、最⼩の地点は、当該流下能⼒が４４５７m3／秒の L２０.２５k で
あり、流下能⼒の⼤⼩を現況余裕⾼で判断する場合は L２０.００kが最⼩となり、危険
度の第１位と第３位が逆転します。 
⼀審原告側の考えでは、２００８年度時点で天端満杯流下能⼒（現況堤防⾼流下能⼒）
が最⼩の L２０.２５kの危険度を第３位と評価することになりますが、妥当なのかは疑
問です。 
 
いずれにせよ、２０k〜２１kでは、堤防⾼で危険性を判断すれば、盛り⼟という下駄を
履かせた L２１.００kが最も低く、最も危険な箇所であることは明らかなのに、流下能
⼒を加味して判定すると、天端満杯流下能⼒（現況堤防⾼流下能⼒）によっても、現況
余裕⾼によっても、危険度は５地点のうちの第４位となってしまう、つまり危険度が薄
まってしまうのですから、「堤防整備の優先度において重要なのは、現況堤防⾼の流下
能⼒の⼤⼩である」（控訴理由書 p３９）という⼀審原告側が唱える基準が妥当なのか
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疑問です。 
 
もっとも、１km の区間における５地点の中で危険度の順番を決めても⼤した実益がな
いではないか、という意⾒もあるかと思いますが、１km の区間に適⽤して妥当な結論
が得られない基準を２０km の区間に広げて適⽤したら妥当な結論が得られるとは思え
ません。 
 
●誤記	
以下には、明らかな誤記及び誤記と思われる箇所を記します。 
 
p３ 
「安全性に」→「安全管理に」 
 
p６ 
⽔⼾地裁が最⾼裁判決を引⽤した部分ですが、「判⽰されていない部分」を⼭括弧で勝
⼿に加⼊することは、もはや引⽤とは⾔えないと思います。 
判⽰しなかったことに特別な意味が込められているかもしれません。 
⼀審原告側は、原判決は、意味なく省略しただけだと解釈していることになると思いま
すが、そう解釈するのが正しいと⾔えるのか、私には分かりません。 
 
p１０ 
「年超確率年」→「年超過確率」 
 
p１４ 
「堤防決壊する」→「堤防が崩壊する」 
 
「助⻑して」→「助⻑した」 
 
「否定できないとされていることからすれば」→「否定できないとされていることなど
からすれば」 
 
「浸透等を原因とする」→「浸透等による漏⽔を原因とする」 
 
「⾔うべきである」→「いうべきである」 
 
「河川管理施設構造令において」→「河川管理施設等構造令（案）において」 
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なぜ「河川管理施設等」なのかというと、河川管理施設等構造令の対象物は、河川管理
施設だけでなく、許可⼯作物も含まれるからです。 
原告ら準備書⾯（８）p１０にも「河川管理施設構造令」と書かれています。 
https://www.call4.jp/file/pdf/202109/94c5dec2c015ae8e29665be22ed454fb.pdf 
 
「勾配とするとされている」→「勾配とすることとされている」 
 
「重要であると同時に」→「重要であるのと同時に」 
 
p１５ 
「対ずる」→「対する」 
 
p１６ 
「安全性に」→「安全管理に」 
 
p１７ 
「安全性に」→「安全管理に」 
「安全性に」→「安全管理に」 
「安全性に」→「安全管理に」 
 
p１８ 

 
↓ 
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p１８で「（原⽂ママ）」を⽤いているということは、判決書からの引⽤は原⽂どおりと
することを宣⾔したに等しいので、原⽂で引⽤すべき。 
 
p２７ 
「左岸２５.２５k上１００m」→「左岸２５.２５k上１２０m」 
 
「無堤の堤防のないところ」→「無堤のところ」 
 
p３１ 
「河川⽔位が現況堤防⾼を超えると必ず越⽔が⽣じて」→「河川⽔位が現況堤防⾼を超
えると」（どうしても「越⽔」を使いたいのであれば、「河川⽔位が現況堤防⾼を超える
と必ず越⽔が⽣じて」→「越⽔すると」） 
「越⽔」の定義は「河川の⽔が堤防を越えてあふれ出すこと。」（デジタル⼤辞泉）なの
で、河川⽔位が現況堤防⾼を超えることを「越⽔」と呼ぶことにしたということ。 
「⾺から落ちると必ず落⾺する」と⾔う⼈はいないはず。 
 
p３３ 
「約２１.４７km地点で」→「約２１.４７（原⽂ママ）km地点で」 
 
正しくは、「約２１.０４km地点で」⼜は「約２１.０５km地点で」。 
p１８で「（原⽂ママ）」を⽤いているのだから、p３３でも⽤いるべき。 
裁判所が誤記をした原因は誤記のある電磁記録を裁判所に提出した原告側にあると思
われるし、堤防⾼が計画⾼⽔位を下回る箇所は重要問題なので、⾯倒を⾒るべき（誤記
であることを明記すべき）。 
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p３５ 
「２０１２年度以降に堤防整備が⾏われた区間を含んでいる１３.００k〜２０.００k
の部分が記載されている」→「２０１２年度以降に堤防整備が⾏われた１３.００k〜２
０.００kの区間を含んだ部分が記載されている」 
 
p３９ 
「現況堤防⾼流下能⼒と計画⾼⽔位流下能⼒との⽐較によって」→「現況堤防⾼流下能
⼒と計画⾼⽔位流下能⼒との差の⽐較によって」 
 
「現況堤防流⾼が」→「現況堤防⾼が」 
 
p４０ 
「⻤怒川改事業」→「⻤怒川改修事業」 
 
「４及び７⾴」→「４⾴及び７⾴」 
 
p４１ 
丸数字の説明がない。 
 
「４３２２」→「４３４２」 
 
「４０４０」→「４０２１」 
そもそも、左岸２０.７５kは、「両者の差」が４１５m3／s であり、４００m3／s を下
回っていないので、この地点を挙げること⾃体が誤り。 
 
p４２ 
「左岸２０.５０kであり、左岸２０.００k〜２１.００kは、それに続いて」→「左岸２
０.００kであり、左岸２０.００k〜２１.００kは」 
 
p４４ 
「６２５０」→「４８９３」 
 
p４５ 
「それに続いて流下能⼒の」→「流下能⼒の」 
 
「⼩さい箇所１km に」→「⼩さい箇所が１km に」 
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p４６ 
「距離標」→「距離」 
左岸２０９８３.７０６m に距離標はない。 
 
p５３ 
「橋梁が架橋される」→「橋梁が架される」 
「橋梁が架橋される」→「橋梁が架される」 
 
「１６.２５付近」→「１６.２５k付近」 
 
p５６ 
「（ある）」→「（る）」 
 
p５７ 
「上三坂の上流で」→「上三坂の対岸の上流で」 
 
p６４ 
「２６４２万m3÷２６４２万m3」→「２６４２万m3÷３９１９万m3」 
 

以上 


